
第１１回宮川プロジェクト会議 
（水力発電事業の民間譲渡に伴う宮川流域諸課題解決のためのプロジェクト会議） 
                

日時：平成２０年９月１７日（水）１０時から 
            場所：議事堂 ６階 ６０３会議室 
 
 
１ 「宮川の流量回復についての提言（案）」について 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 「三瀬谷ダムの工業用水確保」について 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 今後の会議の進め方について 
 
 
 
 
 
 
 



宮川の流量回復についての提言（案） 

 
１ 「宮川ダム直下 0.5m3／s、粟生頭首工直下３m3／s」を当面の回復目標とし

て、譲渡に際しての条件とすることについて 

 
議会として、宮川ダムからの 0.5m3／sの常時放流を譲渡後も継続するとと

もに、当面の目標である「粟生頭首工直下３m3／s」を譲渡条件とすることを
尊重する。 
ただし、「粟生頭首工直下３m3／s」の目標を実現するためには、宮川ダム
の放流に頼るだけでなく、県、市町、民間企業、流域関係者など多様な主体

による森林整備をさらに推進し、森林の水源涵養機能の強化を図るとともに、

渇水期においては、発電事業者や農業者などの利水関係者の互譲の精神によ

る運用について調整を行うこと。また、宮川の自然環境や生態系の保全のた

めに、地域住民や団体など多様な主体とともに環境保全活動などの取組を進

めること。 
 
２ 将来、更なる流量回復を図る場合について 

 
  将来、当面の目標である「宮川ダム直下 0.5m3／s、粟生頭首工直下３m3

／s」が実現された後に、宮川の自然環境や生態系の一層の保全に努め、更な
る流量回復（※）を図ることや、季節の水需要に応じた弾力的な水量調整を

行うことも検討されるべきである。このため、県庁内に部局横断的な組織を

設置した上で、関係する市町や団体、譲渡先の企業とも連携、調整しながら、

宮川の流量回復の取組の成果を継続的に検証するとともに、上記１ただし書

きに掲げた取組を長期的な視点で進めること。 
   
※ 宮川流域ルネッサンス委員会 水部会報告（平成 12年 3月 17 日） 

  宮川流域ルネッサンス委員会水部会は報告の中で、宮川の再現渇水流量「宮

川ダム直下２．０㎥／ｓ、粟生頭首工直下５．０㎥／ｓ」（再現流量のなかで

年間３５５日を下回らない流量）を目標として段階的に回復していくことが

求められるとした。 
 
注 再現流量 

宮川にダムや取水堰が何もなかったとした時のダム流入量から試算し

た流量 

資料１ 






































